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産業成長戦略の概要（連携テーマ：新エネルギーを産業振興に生かす） 

 

 高知県は、全国一の森林率を誇る豊富な森林資源や年間降水量、日照時間が長いことなど、全国で

も優位な再生可能エネルギー資源を備えており、こうした豊富な資源を地球温暖化対策に寄与すると

ともに、産業振興や県民生活の向上につなげていくため、新エネルギーの導入に向けた具体的な施策

を示す「高知県新エネルギービジョン」を平成２３年３月に策定しました。 

 

 このビジョンでは、①新エネルギーを産業振興に生かす、②新エネルギーで地球温暖化対策に貢献

する、③将来期待される新エネルギーに取り組むという３つの基本的な考え方のもと、県民の皆様が

主役となって地域資源から得られる新エネルギーを活用し、「エネルギーの地産地消」を進めるとと

もに、持続可能な低炭素社会を構築することにより、将来にわたって活気あふれる元気な高知県とな

ることを目指して、産業振興計画とも連動する形で様々な取り組みを進めています。 

 

国においては平成２４年７月から、再生可能エネルギーを活用して発電した電力を一定の価格・期

間で全て電力会社が買取る、いわゆる「固定価格買取制度」が導入され、制度導入後３年間を「促進

期間」と位置づけ、発電事業者の利潤に配慮した価格が設定されることとなっています。 

 本県におきましても、この期間をチャンスととらえ、発電設備の導入促進を加速させるため、地域

の資源を地域で活かしきるための事業化の促進などを積極的に行うことに加え、大規模発電施設の整

備に対する支援や、公共施設や地域の防災拠点への率先導入等を行うことにより新エネルギーの収益

を地域に還元させ、地域振興や雇用の創出につなげるとともに、本県における新エネルギーに関する

ニーズの拡大を図っていきます。 

 

 さらに、導入促進による新エネルギーに関するニーズの拡大を産業振興につなげるために、ものづ

くりや研究開発の分野において新たな取り組みを進めます。 

 具体的には、市場ニーズの動向調査や新エネルギー産業に関わる広い層に呼びかけ、新エネルギー

産業交流会等を実施し、産学官が連携して、新エネルギー関連の技術や県内企業の動向の把握を行う

とともに、県内参画事業者の掘り起こしや人材の発掘等を行い、新エネルギー関連産業のシーズの発

掘・育成に努めてまいります。 

 

あわせて、本県の優位な再生可能エネルギー資源を活かし、新エネルギー発電の研究などの実証フ

ィールドとして提供することで、研究者や研究機関との関係づくりを行い、新エネルギー関連企業の

育成・誘致に努めます。 

 こうした、導入促進によるニーズの拡大と、産学官連携による技術開発やものづくりの地産地消に

向けてのシーズの発掘・育成の循環が拡大することにより関連企業の育成や誘致を図り、新エネルギ

ー関連産業の集積化に挑戦します。 
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連携テーマ【新エネルギーを産業振興に生かす】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5

◆本県の自然条件を活かした
　　メガソーラーの誘致活動

　☆県内資本を中心としたメガ
　ソーラー事業主体（SPC等）
　の立上げ支援
　

　○希望事業者等からの導入
　の提案や相談への対応

　○本県の優位性等を生か
　　した太陽光発電所の設置
　　促進

（２）小規模太陽光発電の
導入促進

◆設備整備等に対する支援

　◯レンタル方式等による
　導入の支援

背景 これからの対策
第１期計画（H21～H23）の総括等 改革の方向

◆全国トップクラスの日
照時間を太陽光発電に
十分活用していない

◆設備の導入コストが高
く、売電収入だけでは採
算性の確保が難しい
　・約75万／kW

◆国の助成制度（補助率
1/2又は1/3）の動向が不
透明

◆発電電力の全量買取
制度の買取価格等、国の
動向等が不透明

◆発電所の建設には相
当規模の用地が必要とな
る
　・約1.5ｈａ／千kW

◆地球温暖化対策として
新エネルギーの導入促
進が求められている
　・国によるCO2の25％削
減の表明

◆住宅用太陽光発電設
備は買取価格の充実に

（住宅用太陽光発電）
◆助成制度
　・国　7万円/kW
　・県　10万円/戸
　（要件：県産木材使用）
　・市町村　10市町村
　　　　　　　で実施

◆一定導入は進んでいる
ものの初期費用の負担
が大きい
　・約55万／kW

◆大規模太陽光発電所
の設置に向けた勉強会
の実施（県・電力事業者）

◆県内自治体による事業
者への意向調査の実施

　・緑の分権改革推進
　　事業

◆国の助成制度
　（補助率1/2又は1/3）
　
◆中山間地域及び未利
用地での実証実験（緑の
分権改革推進事業）

◆地球温暖化対策として
新エネルギーの導入促
進が求められている
　
　・国によるCO2の25％削
減の表明

◆全国トップクラスの日
照時間

◆10kW以上の設備の
RPS法による認定状況
　・認定件数77件
　　(四国1位)

◆電力10 社は今後2020
年度までに、全国約30
地点でメガソーラー発電
所の建設を計画

◆四国内では、四国電力
の松山太陽光発電所が
稼働中

◆現在、国において再生
可能エネルギーの全量
買取制度の詳細検討が
行なわれている

１．太陽光発電の導入促進

　　　　　（１）大規模太陽光発電
　　　　　　の導入促進

◯

　

◆住宅用は小規模なの
で、環境価値の活用がで
きていない

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

備は買取価格の充実に
より急増している
　H21年度末RPS法によ
る認定状況
　・認定件数　3,475件
　・導入率　1.55％
（全国1.88%、四国2.06%)

◆10kW以上の設備の
RPS法による認定状況
　・認定件数69件
　(四国1位)

◆余剰電力の買取
　・H21年11月～
　　48円/kW
　・H23年4月～
　　42円/kW

（10kW以上の設備）
◆助成制度
　・国　1/3　or　1/2
　・県　1/4（H21年度限）
　　　農業団体へ助成

◆よさこいメガソーラーに
よる取組
　・H18～H20
　合計1,000kWを整備

◯
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【連携テーマ】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 中期的な視点
（平成２７年度末）

長期的な視点
（概ね１０年先）

◆住宅用太陽光発
電の導入発電量が
86,000kWになって
いる

◆家庭におけるエ
ネルギーの地産地

目指すべき姿（目標値）

◆メガソーラーの
導入発電量が
2,000kWになってい
る

◆県内に大規模太
陽光発電所が設置
され、地域振興に
つながっている

◆保守管理業務な
どで新たな雇用が
発生している

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

◆メガソーラーの
導入発電量が
5,000kWになってい
る

◆県内に大規模太
陽光発電所が設置
され、地域振興・中
山間対策に貢献し
ている

◆未利用農地が太
陽光発電所として
有効活用されてい
る

◆住宅用太陽光発
電の導入発電量が
50,000kWになって
いる

◆県民の環境意識
の高まり等により、

希望事業者等からの導入の提案や相談への対応

県新エネルギー推進課：太陽光発電設備設置希望事業者等からの提案などを、県関係課及び市町

村等との情報共有を行い、必要に応じ電力会社との調整や導入の際の支援を検討

設置希望事業者：太陽光発電設備計画の提案

本県の優位性等を活かした発電所の設置促進

県新エネルギー推進課、企業立地課：全国トップクラスの日照時間の

優位性や全量固定価格買取制度を活かして発電所の設置を促進する

事業者：レンタル方式等による太陽光発電の設置、保守管理の実施

レンタル方式等による導入の支援

県新エネルギー推進課：事業化の検討、課題解決に向けた支援

県内資本を中心としたメガソーラー事業主体（SPC等）の立上げ支援

県新エネルギー推進課、関係課：固定価格買取制

度の実施状況を踏まえた改善に向けた提言

固定価格買取制度の実施状況を踏まえた提言

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

消が進んでいる

◆県内企業による
関連産業への参入
が進んでいる

一般住宅への導入
が進んでいる

◆県内企業により
レンタル事業が行
われている

◆設備施工や保守
管理業務などによ
り、県内での新た
な雇用に繋がって
いる

県新エネルギー推進課：レンタル用設備・機器に対する支援の検討

事業者：レンタル方式により、環境価値を一定規模にまとめ、グリーン電力証書とし

て活用を図る

環境価値をまとめて都市部へ販売する仕組みづくり

- 75 -



連携テーマ【新エネルギーを産業振興に生かす】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5

◆全国トップクラスの豊
富な降水量を小水力発
電に生かしきれていない

◆具体的な事業実施に向けた
取組

　○希望事業者等からの導入
　の提案や相談への対応

◆発電に必要な水量の
ある適地の選定が難しい

　○物部川流域での小水力発
　電導入に向けた検討

◆市町村独自では発電
計画等の作成が難しい

　○県内市町村での小水力発
　電導入に向けた技術的支援

◆水利権等の法的手続
きが複雑である

　★事業化に向けての支援

背景 これからの対策

２．小水力発電の導入促進 ◆地球温暖化防止対策
として、再生可能エネル
ギーの利用への関心が
高まっている
　・国によるCO2の25％削
減の表明

◆県内での設置状況は、
ＲＰＳ法の認定設備とし
て、
　・電気事業者　５箇所
　　（合計　2,346kW）
　・大川村　60kW
　・梼原町　53kW
にとどまっている
　その他、個人や地域団
体などが、独自で小規模
な設備を設置し、外灯な
どへ利用している

◯

第１期計画（H21～H23）の総括等 改革の方向

◆県公営企業局による農
業用水路での小水力発
電設置の概略設計及び
詳細設計の委託調査（平
成１６年度、平成１８年
度）

◆県公営企業局による物
部川流域での賦存量調
査
（緑の分権改革推進事
業）

◆仁淀川流域（いの町）
での、県内企業が試作中
の小水力発電機器による
実証調査（緑の分権改革
推進事業）

◆県内自治体による開発
地点調査
　・香南市

◆河川法の水利権等事
務手続きの簡素化の提
言

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【連携テーマ】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 中期的な視点
（平成２７年度末）

長期的な視点
（概ね１０年先）

Ｈ２８以降

◆小水力発電の導
入発電量が
3,500kWになってい
る

◆地域でのエネル
ギーの地産地消が
進んでいる

第 ２ 期 計 画

◆小水力発電の導
入発電量が
2,459kWである

◆県内の複数の地
域において小水力
発電が導入され、
地域でのエネル
ギーが有効活用さ
れている

目指すべき姿（目標値）

物部川流域での小水力発電導入に向けた検討

希望事業者等からの導入の提案や相談への対応

県新エネルギー推進課：小水力発電設置希望事業者等からの提案などを、県関係課

及び市町村等との情報共有を行い、必要に応じ電力会社との調整や導入の際の支援

を検討

設置希望事業者：小水力発電設置計画の提案

県電気工水課：物部川流域の有望

地点においての詳細調査及び概略

設計の実施、地域での活用方策につ

いての検討

県電気工水課：建設の推進（国費等の活用も検討）

基本設計 → 実施設計 → 建設 → 運営

県内市町村での小水力発電導入に向けた技術的支援

県電気工水課：各市町村と協働で事業化有望地点（１０地点程度）の

現地調査を実施し、導入に向けた発電計画作成の支援を行う

・発電計画の検討立案、経済性の検討、総合評価

県新エネルギー推進課：事業化の検討、課題解決に向けた支援

事業化に向けての支援

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

県新エネルギー推進課、関係課：水利権等事務手続きの

簡素化の提言

水利権等事務手続きの簡素化の提言

県新エネルギー推進課、関係課：固定価格買取制

度の実施状況を踏まえた改善に向けた提言

固定価格買取制度の実施状況を踏まえた提言
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連携テーマ【新エネルギーを産業振興に生かす】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5

◆具体的な事業実施に向けた
取組

　○希望事業者等からの導入
　の提案や相談への対応

◆地域のメリットの創出

　○地域のメリットの創出に向
　けた支援

　★事業化に向けての支援

改革の方向

◆風況には恵まれている
が、工事搬入路がないこ
とや電力の系統線が遠い
ことがあり、建設適地が
限られる

◆県外資本で整備された
場合、建設後は雇用面な
どへの経済効果が薄く、
事業収益のほとんどは県
外へ流出

◆電力品質の安定供給
のため、新たな風力設備
の接続を制限する電力会
社による系統連系（買取）
枠が設定されている

◆発電電力の全量買取
制度の買取価格等、国の
動向等が不透明

背景

◯

第１期計画（H21～H23）の総括等

◆県内では平成18年度
に整備された施設を最後
に新たな整備は行われて
いない
　・８箇所　40基
　・合　計　36,450kW

◆民間企業による新たな
整備の動きがあるが、現
行の四国電力の系統連
系（買取）枠に制約があ
るため、新たな大規模な
設備の系統連系は行え
ない

◆ＮＥＤＯの風況マップで
は、県内でも発電の適地
（風速６ｍ/ｓ以上）がある

◆現在、国において再生
可能エネルギーの全量
買取制度の詳細検討が
行なわれている

これからの対策

◆国の助成制度
（補助率：1/2又は1/3）

◆県内へ風力発電の整
備を計画する企業等に対
して意向を聞き取り

３．風力発電の導入促進

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【連携テーマ】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 中期的な視点
（平成２７年度末）

長期的な視点
（概ね１０年先）

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

◆風力発電の導入
発電量が
116,000kWになっ
ている

◆県内に大規模な
風力発電が整備さ
れ、所得の向上や
雇用の創出がされ
ている

目指すべき姿（目標値）

◆風力発電の導入
発電量が36,450kW
である

◆県内に大規模な
風力発電が整備さ
れ、雇用が生み出
されている

希望事業者等からの導入の提案や相談への対応

県新エネルギー推進課：風力発電設備設置希望事業者等からの提案などを、県関係課及

び市町村等との情報共有を行い、必要に応じ電力会社との調整や導入の際の支援を検討

設置希望事業者：風力発電設備設置計画の提案

市町村、県新エネルギー推進課：関係者（企業）との協議により地域のメリットを検討

・地域による出資の検討

・新たな活用方策の検討

地域のメリットの創設に向けた支援

県新エネルギー推進課：事業化の検討、課題解決に向けた支

援

事業化に向けての支援

環境アセスメントの実施

系統連系協議 設計等

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

県新エネルギー推進課、関係課：固定価格買取制

度の実施状況を踏まえた改善に向けた提言

固定価格買取制度の実施状況を踏まえた提言

系統連系協議・設計等

事業着手
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連携テーマ【新エネルギーを産業振興に生かす】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5

【原料供給対策】 ◆ペレットが規格化され
ておらず、メーカーにより
品質のばらつきがある

◆利用が進んでいるのは
主としてペレット

・燃料用未利用資源の収
集を支援
◆端材等の搬出に対す
る支援により木質バイオ
マス原材料が増加

・木質ペレット工場の整
備への支援
◆県内に合計6,500トン/
年のペレット生産能力を
有する6工場が整備され
た

◆今後の木質バイオマス
ボイラーの普及拡大に伴
い、県内産の木質燃料の
供給体制の強化が必要

◆ペレット以外の燃料形
態は需要供給ともに普及
していない

◆◎原木や林地残材の搬出
　　　に対する支援

○

◆◎木質バイオマス燃料の安
　　　定供給

４．木質バイオマスエネルギー
　　の導入促進

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向

○ ○

【利用促進対策】 ◆○木質バイオマスボイラー
   　の改良及び低コスト化

○ ○

◆○幅広い分野での木質バ
   　イオマス利用を促進

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

◆多様な産業分野で木
質バイオマスの利用が進
みはじめた

◆施設園芸では、施設内
加温のため化石燃料に
よる暖房機の利用が広く
普及している

・木質バイオマスボイラー
の導入への支援

◆平成21年度以降、木
質バイオマスボイラーの
導入が大幅に拡大

◆製紙業や養鰻業など、
新たな業種での木質バイ
オマスボイラーの導入が
進むなど、今後の展開へ
の可能性が拡大

◆イニシャル、ランニング
のコスト高が利用拡大の
障害となっている

◆燃料用以外での用途
が限られている

◆燃焼灰の処理手法が
周知されておらず、利用
者に不安がある
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【連携テーマ】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
中期的な視点
（概ね１０年先）

4

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

◆林地残材、製材
端材等が木質バイ
オマスエネルギー
をはじめ、様々な用
途で有効利用され
ている

◆森林からの収集
　量
　 　20万トン

◆製材工場等から
　の収集量
　 　14万トン

◆林地残材、製材
端材等が木質バイ
オマスエネルギー
をはじめ、様々な用
途で有効利用され
ている

◆森林からの収集
　量
　  21万6千トン

◆製材工場等から
　の収集量
　  16万4千トン

需要の拡大に合わせた燃料の供給施設の追加整備

事業体：新たな生産施設の整備

県木材産業課：新たな生産施設整備の支援

木質バイオマス燃料の品質調査と品質確保

木質バイオマス年

間利用量

34万トン

木質バイオマス年

間利用量

38万トン

林地残材等の搬出への支援

事業体等：燃料向け低質材の効率的な搬出

県林業改革課：端材等の搬出に対する支援

県木材産業課・森林技術センター：県内流通製品の品質調

査

県木材産業課：木質ペレッ

◆発電施設におけ
る化石燃料との混
焼施設や、ビニー
ルハウスの加温用
設備、事業所や家
庭用の冷暖房機の
普及 と、その燃料
として、木屑や木質
ペレット等が広く利
用されている

◆木質バイオマス
起源のグリーンエ
ネルギーが幅広く
利用されている

◆発電施設におけ
る化石燃料との混
焼施設や、ビニー
ルハウスの加温用
設備、事業所や家
庭用の冷暖房機の
普及と、その燃料と
して、木屑や木質
ペレット等が広く利
用されている

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

県内燃料製造事業者：品質の安定した製品の供給

県内燃料製造事業者：品質・規格を明らかにした木質ペレットの供給

木質バイオマスボイラーの改良・低コスト化

県内機械メーカー：安価で信頼性の高い木質バイオマス利用機器の開発改良

県関係課：機器開発への支援

木質バイオマス利用の普及

県関係課：導入事例の分析、広報素材の作成、関係業者等への広報及びマテリアル利用の拡大に向けた取り組み事例の紹介、県施設での率先利用

及び関係機関への導入要請

木質バイオマス燃料の安定供給

県 材産業課 質

トの規格化に向けた調整
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連携テーマ【新エネルギーを産業振興に生かす】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5
背景

第１期計画（H21～H23）の総括等
これからの対策

改革の方向

◆○燃焼灰の適正処理

○ ○

◆○コスト差を埋める支援の
　 　仕組みの検討

○ ○

【事業化対策】 ◆○推進体制の強化

○ ○

◆◎需要側を中心とした集団
　　　化による効率的な事業
　　　展開（システム化による
　　　利用を促進）

◆各地で意欲ある事業
者がそれぞれ木質バイオ
マスボイラーを導入

◆燃焼灰処理は各者そ
れぞれで実施

◆重油価格の上昇を背
景に、施設園芸では生産
コストが上昇し、経営を圧
迫している

◆木質バイオマス利用に
は課題が多く、関係者
個々での対応は困難

◆散発的に燃料供給施
設整備、ボイラー導入が
進むと非効率で広がりに
くい

◆原木の増産にともない
発生する林地残材の発
電施設での活用などの対
策が必要

・木質バイオマスエネル
ギー利用促進協議会を
設立

・安芸地域において地域
循環システムの設定に向
けて協議が始まる

◆協議会の設立により関
係者の情報交換と事業
者間の交流が始まる

◆★木質バイオマス発電の推
　　　進

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

1

○
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【連携テーマ】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
中期的な視点
（概ね１０年先）

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

県関係課：燃焼灰の処理・

再生利用指針の策定と関

係者への周知

燃焼灰処理再生利用の指針の作成

県関係課：処理・再生を行う中で必要により指針の見直しと関係者への周知の徹底

県関係課：排出量取引など国内外の情報を把握し、有効な手法を検討

仕組みの検討

地域循環利用システムの

構築

普及促進への体制づくり

木質バイオマスエネルギー利用促進協議会：参加者の拡大、協議内容等の拡充

県木材産業課、産地・流通支援課：上記協議会運営の支援

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

構築

安芸地域関係者：地域協

議会を設立しビジネスモデ

ルとしてシステムの実践と

検証

市町村：県と連携し地域協

議会のサポートと補助事業

による支援

県関係課：地域協議会の

サポートと補助事業による

支援

他地域関係者：地域協議会を設立しシステムを実践

市町村：県と連携し地域協議会のサポートと補助事業による支援

県関係課：地域循環ユニットのＰＲと他地域への展開

集約型地域熱利用システ

ムの検討

県木材産業課：市町村と連

携し候補地の選定

木質バイオマス発電の検討

事業者：木質バイオマス発電施設の検討、整備計画の作

成

県関係課：再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度

の内容を踏まえ事業化に向けて事業体との調整、整備計

画の作成支援

集約型地域熱利用システムの実施

事業実施者（市町村を含む）：具体的な事業の実施と検証

県木材産業課：事業実施を支援するとともに、事業実施者と連携して取組の検証

木質バイオマス発電の推進

事業者：木質バイオマス発

施設の整備

県関係課：関係者間の調

整及び補助事業による施

設整備支援

事業者：木質バイオマス発電所の操業
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連携テーマ【新エネルギーを産業振興に生かす】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5

○

 (２)新施設園芸
　　　システムの構築

・こうち新施設園芸システ
ムに関する情報共有が
行われ、システム開発に
向けた機運が高まった
・今後の高知県が進める
高収益を目指した施設園
芸の方向性を示し、平成
２３年から研究が始まっ
た

・オランダなどの先進的
生産システムにおいて本
県のような温暖地での環
境制御による生産性の向
上に関する事例が少ない
・本県に適合したシステ
ムとして再構築を図り、
強い競争力をもった園芸
品を生産する必要がある

◆新施設園芸システムの確
立に向けた研究開発
○こうち新施設園芸システム
研究会による開発支援
★施設内環境制御技術の定
着に向けての検討
★新施設園芸システムの普
及定着に向けての検討

○

○ヒートポンプの利用技術と

◆園芸産品の価格の低
迷

◆重油などの生産コスト
が上昇とハウス施設が老
朽化

◆農業者の高齢化や後
継者不足

◆環境への配慮が求め
られ、ＣＯ２削減、化石燃
料の使用量削減が必要

・省エネルギー部会の取
り組みは平成20年度か
ら。県内A重油使用量の
目標を７万klとし、関係者
で情報共有しながら省エ
ネ対策を推進

◆ハウス内張被覆の多
層化などの指導徹底

◆耐低温性品種は中間
母本育成中

◆事業活用による木質バ
イオマスボイラーの導入
（H20：９台→H22：102台）

◆ヒートポンプの導入
（H19：206台→H22：353
台）

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策

◆重油価格は80円/ﾘｯﾄ
ﾙ以上で高止まり

◆①省エネ推進に向けた
意識啓発、②省エネにか
かる施設・機械の計画的
な導入、③省エネ資材活
用等の継続的な推進

５．農業分野での新エネルギー
の有効活用
　　　　（１）省エネルギー対策
　　　　　　　支援

◆○重油代替暖房機の普及
推進（木質バイオマスボイ
ラー、ヒートポンプ等）

◆施設園芸においては
施設内温度を一定に保
つために、化石燃料によ
る暖房用加温機の使用
が一般的

◆重油価格の高騰を背
景に、生産コストは上昇

◆東日本大震災の影響
も相まって、重油価格動
向の先行きは不透明。化
石燃料の削減について
は既に社会的な動きに
なっている

改革の方向

技
機能強化に関する研究

○施設内環境制御技術に関
する研究

○高軒高ハウスでの施設内
環境制御による増収技術の
開発

★オリジナル品種の育成

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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【連携テーマ】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
長期的な視点
（概ね１０年先）

◆Ａ重油使用量：
現状
（H20～22の平均）
  71,000kl
→H27目標：
　 60,000kl

◆次世代へ引き継
ぐ魅力ある農業の
実現

自然エネルギーを利用した
新施設園芸システムの構
築

◆普及に移せる新
技術の確立
施設内環境制御を
利用した栽培の普
及（ピーマン）
現地高軒高ハウス
での新技術を利用
した栽培の開始

◆新技術の普及

・環境保全型農業
を基盤とした新施
設園芸システムへ
の展開
・オランダ型ハウス
団地など、大規模
な企業的経営の展
開

◆暖房コスト２０％

Ｈ２８以降
目指すべき姿（目標値）第 ２ 期 計 画

生産者・農業団体・大学・企業・県環境農業推進課・農振センター等：新技術および経済性の評価、 プロジェクトチーム

活動

こうち新施設園芸システム研究会による開発の検討および現地普及の推進

県農地・担い手支援課・県環境農業推進課・県産地・流通支援課・農振センター等：こうち新施設園芸システムの現地

普及に向けての事業等の検討

大学・企業・農業技術

センター：研究開発

重油代替暖房機の普及推進

生産者 ：重油代替暖房機、省エネ暖房機の導入、データの提供

農業団体、産地・流通支援課、農振センター ：重油代替暖房機、省エネ暖房機の省エネ効果分析・評価、その導入

支援

重油代替暖房機の

省ｴﾈ評価

暖房
の削減

◆既存型ハウスに
対応した新技術の
確立（施設ピーマン
の収量30％増）

◆高軒高ハウスに
対応した新技術の
確立（施設パプリカ
の収量50％増）

◆高軒高ハウスに
対応した革新的技
術の確立（施設パ
プリカの収量２倍
増）

◆高軒高ハウスに
対応したナス・ピー
マンの特性解明、
優良母本選定

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

ヒートポンプの利用技術と機能強化法の検討

企業・農業技術センター：エコキュートを利用、改良した蓄

熱、局所加温技術の開発、夏期の夜冷栽培技術の開発

既存型ハウスでの施設内環境制御による増収・高品質技術の検討

（ピーマン・ミョウガなど）

大学・農業技術センター：CO２施用および温湿度管理による増収技術の開発、日射

比例装置の活用、ＬＥＤ照明利用技術の開発

高軒高ハウスを利用した環境制御による促成パプリカの増収技術の

検討

既存型ハウスに対応したこうち新施設園芸システ

ムの実証と経済性の評価

大学・農業技術センター：既存施設でのこうち新園芸シス

テムの技術・経済性評価

高軒高ハウスでの促成栽培に適した

ナス・ピーマンの品種特性の解明

ナス・ピーマンの高軒高ハウスでの促成栽培に適し

た品種の育成

大学・企業・農業技術センターでの研究開発

高軒高ハウスでの循環型養液栽培による増

収・高品質技術の検討

農業技術センター：高軒高ハウスでの促成栽培に適したナス・ピーマンの品種の育成

既存型ハウスでの施設内環境制御による増収・

高品質技術の検討(ナス・キュウリなど）

農業技術センター：高軒高ハウスでのＣＯ２施用および温湿度制御技術による増収技術の開発
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連携テーマ【新エネルギーを産業振興に生かす】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5

◆新エネルギー関連
産業育成体制構築

◆新エネルギー関連産業づく
り体制の構築

　　★産学官連携による推進
　　体制の整備

　★新エネルギー産業
　　交流会の実施

　★新エネルギー関連の
　　企業等との情報交換

◆県内で、小水力発電関
連機器の開発に関心を

◆県産振センターによる
開発支援

◆小水力発電の水車発
電機は汎用装置が少な

◆小水力発電関連機器開発支
援

６．新エネルギー関連産業育成

○

改革の方向
背景

第１期計画（H21～H23）の総括等
これからの対策

持っている企業もある く、それぞれの導入地の
条件にあわせた設計が
必要

援

　○県内企業による水車発電
　機の開発への支援

◆県内には太陽光発電
関連企業が立地している

◆太陽光発電関連企業
の誘致

◆工業集積が脆弱である ◆太陽光発電関連企業の集積
　
　○太陽光発電関連産業の誘
　致

◆小型の機器を製造販
売する県内企業により、
中型（20kW以上）の機器
の開発研究が行われて
いる

◆普及型の中型機器の
製造はあまり行われてい
ないが、県外大手企業が
参入した場合、安価な外
国部品の活用などで製造
コストの競争が厳しくなる

◆商品開発には、部品な
どの製造コストに加え、
機器の試験など経費負
担が大きい

◆風力発電の機器普及

　○県内企業による機器の普
　及

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

県内の企業では、小型の
風力発電機器（太陽光発
電併設型街路灯用）の製
造が行われている

◆大型の機器（1,000kW
クラス）や小型(10kW未
満）の風力発電機器は、
国内メーカーでも製造さ
れているが、普及型の中
型（10～100kW）機器は
殆どない

○
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【連携テーマ】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 中期的な視点
（平成２７年度末）

長期的な視点
（概ね１０年先）

◆小水力発電関連
機器の開発、製造

◆小水力発電機の
県外需要が高ま

Ｈ２８以降
第 ２ 期 計 画

◆産学官連携によ
る新エネルギー関
連の商品開発がさ
れている

目指すべき姿（目標値）

◆新エネルギー関
連産業の集積の兆
しがある

新エネルギー関連事業への参画事業者の掘り起こしや、人材

の発掘等を行い、新エネルギー関連産業のシーズの発掘等

を行う

産学官連携による推進体制の整備

新エネルギー産業の交流会の実施

新エネルギーに関連する企業等と、随時情報交換を行う。

新エネルギー関連の企業等との情報交換

専門家を招へいしての勉強会の実施（市場、技術、動向の把

握）、参画企業の掘り起こしを行う

有望技術のピックアップ、県内企業・大学等マッチング

機器 開発、製造
に県内企業が携
わっている

県外需要 高ま
り、県内企業の県
外への販売（地産
外商）が増加して
いる

◆県内企業による
風力発電の中型機
器が開発され県内
での導入が行われ
ている

◆開発された機器
が県外へも普及
し、地産外商が進
むことによる県内
での経済波及効果
が現れている

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

県内企業による水車発電機の開発への支援

県関係課、大学、県内企業等：水車発電機の開

発に関する研究会を開催し、県内企業による水

車発電機の開発を連携して支援

県内企業：水車発電機の開発

県、大学：県内企業による水車発電機開発の支援

（ステップ１）オーダーメイドでの安価で信頼性の高い製品の開発

県内企業：開発した機器の販売、県内への導入

機器の普及

本県に立地している太陽光発電関連企業と連携し

た関連産業企業の誘致

太陽光発電関連産業の誘致
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太
陽

光
発
電
の
導
入
促
進
（
大
規
模
太
陽
光
発
電
）

◆
採

算
性

の
確

保

◆
太

陽
光

発
電

関
連

企
業

の
集

積
化

◆
未

利
用

農
地

等
の

活
用

導
入

の
た

め
の

対
策

◆
設

備
の

導
入

コ
ス

ト
が

高
く

、
売

電
事

業
だ

け
で

は
採

算
性

の
確

保
が

難
し

い

◆
発

電
所

整
備

の
た

め
に

は
、

相
当

規
模

の
用

地
が

必
要

と
な

る

大
規

模
太

陽
光

発
電

導
入

の
主

な
課

題

◆
本

県
は

全
国

ト
ッ

プ
ク

ラ
ス

の
日

照
時

間

◆
1
１

k
W

以
上

の
産

業
用

等
の

設
備

6
9
件

2
,4

7
3
k
W

（
四

国
１

位
）

※
出

典
：

四
国

経
済

産
業

局
発

行
「

新
エ

ネ
ア

イ
ラ

ン
ド

四
国

平
成

2
3
年

版
」

◆
四

国
電

力
の

松
山

太
陽

光
発

電
所

（
2
,0

4
2
k
W

）
が

稼
働

中

（
整

備
計

画
で

は
、

H
3
2
年

度
ま

で
に

4
,3

0
0
k
W

を
整

備
予

定
）

◆
県

内
に

は
、

太
陽

光
発

電
関

連
企

業
が

立
地

し
て

い
る

◆
現

在
、

太
陽

光
発

電
の

買
取

単
価

や
期

間
な

ど
を

含
め

た
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
全

量
買

取
制

度
が

検
討

さ
れ

て
い

る

現
状

別
図

（
新

エ
ネ
１
）

具
体

的
な

対
応

策

農
地

法
等

の
規

制
緩

和
に

向
け

た
提

言

事
業

化
の

検
討

・
課

題
解

決
支

援

全
量

買
取

制
度

の
活

用

【
地

域
の

メ
リ

ッ
ト

】

・
固

定
資

産
税

・
建

設
時

雇
用

・
保

守
管

理
業

務
へ

の
雇

用

【
個

人
の

メ
リ

ッ
ト

】

・
売

電
収

入

・
環

境
貢

献

導
入

の
メ

リ
ッ

ト

関
連

産
業

の
集

積
化

メ
ガ

ソ
ー

ラ
ー

事
業
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◆
初

期
費

用
の

負
担

が
大

き
い

◆
小

規
模

の
住

宅
用

は
、

個
人

レ
ベ

ル
で

の
環

境
価

値
の

活
用

が
難

し
い

小
規

模
太

陽
光

発
電

導
入

の
主

な
課

題

◆
初

期
費

用
の

軽
減

化

・
レ

ン
タ

ル
方

式
等

で
の

普
及

拡
大

◆
環

境
価

値
の

活
用

導
入

の
た

め
の

対
策

太
陽
光
発
電
の
導
入
促
進

（
小
規
模
太
陽
光
発
電
）

◆
住

宅
用

太
陽

光
発

電
は

、
国

の
補

助
金

の
再

開
や

発
電

電
力

の

買
取

価
格

の
充

実
に

よ
り

県
内

で
も

増
加

し
て

い
る

・
平

成
2
1
年

度
末

3
,4

7
5
件

導
入

率
1
.5

5
%

（
全

国
平

均
1
.8

8
％

四
国

平
均

2
.0

6
%

）

※
出
典
：
四
国
経
済
産
業
局
発
行
「
新
エ
ネ
ア
イ
ラ
ン
ド
四
国
平
成
23

年
版

」

◆
1
１

k
W

以
上

の
設

備
６

９
件

（
四

国
１

位
）

現
状

別
図

（
新

エ
ネ
２
）

国
：

住
宅

用
太

陽
光

発

電
設

備
へ

の
補

助

市
町

村
：

住
宅

用
太

陽

光
発

電
設

備
へ

の
補

助

（
H
2
3
年

度
1
0
市

町
）

初
期

費
用

の
軽

減
具

体
的

な
対

応
策

レ
ン

タ
ル

方
式

等
に

よ
る

導
入

の
促

進

→
環

境
価

値
の

活
用

を
検

討

【
個

人
の

メ
リ

ッ
ト

】

・
初

期
費

用
の

軽
減

・
環

境
貢

献

【
地

域
の

メ
リ

ッ
ト

】

・
施

工
及

び
保

守
管

理

【
事

業
者

の
メ

リ
ッ

ト
】

・
レ

ン
タ

ル
料

、
売

電
収

入

・
環

境
貢

献

導
入

の
メ

リ
ッ

ト

レ
ン

タ
ル

方
式

に
よ

る
太

陽
光

発
電

会
社

グ
リ

ー
ン

電
力

証
書

販
売

余
剰

電
力

電
力

会
社

販
売

代
金

売
電

収
入

グ
リ

ー
ン

電
力

供
給

レ
ン

タ
ル

料

国

設
備

等
補

助

加
入

者

出
資

企
業

等
資

本
参

加

一
般

家
庭

や
事

業
所

、
公

共
施

設
の

屋
根

へ
設

置

都
市

部
等

の
需

要
家
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小
水
力
発
電
の
導
入
促
進

◆
採

算
性

の
確

保

・
県

内
適

地
で

の
事

業
化

可
能

性
の

研
究

・
環

境
価

値
の

活
用

◆
県

内
市

町
村

へ
の

技
術

的
支

援

導
入

の
た

め
の

対
策

◆
採

算
の

合
う

適
地

の
選

定
が

難
し

い

◆
小

規
模

の
水

車
発

電
機

は
汎

用
装

置
が

少
な

く
、

そ
れ

ぞ
れ

の
導

入
地

の
条

件
に

あ
わ

せ
た

設
計

が
必

要

◆
建

設
単

価
が

高
い

◆
水

利
権

等
の

法
的

手
続

き
が

複
雑

小
水

力
発

電
導

入
の

主
な

課
題

◆
R
P
S
法

（
※

）
認

定
の

県
内

の
既

存
施

設

・
電

気
事

業
者

5
箇

所
（

合
計

2
,3

4
6
k
W

）

・
大

川
村

6
0
k
W

・
梼

原
町

5
3
k
W

そ
の

他
、

県
内

で
は

小
規

模
な

設
備

の
活

用
実

績
が

あ
る

（
香

美
市

、
馬

路
村

）

◆
小

水
力

発
電

関
連

機
器

の
開

発
に

関
心

を
持

っ
て

い
る

県
内

企
業

が
あ

る ◆
国

土
交

通
省

に
よ

り
、

水
利

権
の

手
続

き
な

ど
を

説
明

し
た

「
水

力
発

電
を

行
う

た
め

の
水

利
使

用
許

可
申

請
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
」

が
作

成
さ

れ
る

な
ど

、
国

を
あ

げ
て

普
及

に
つ

と
め

て
い

る

◆
現

在
、

小
水

力
発

電
の

買
取

価
格

や
買

取
期

間
な

ど
を

含
め

た
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
全

量
買

取
制

度
が

検
討

さ
れ

て
い

る

現
状

◆
県

内
企

業
に

よ
る

水
車

発
電

機

開
発

へ
の

支
援

機
器

開
発

の
た

め
の

対
策

別
図

（
新

エ
ネ
３
）

◆
河

川
法

の
規

制
緩

和
に

向
け

た
提

言

具
体

的
な

対
応

策

河
川

法
に

お
け

る
水

利
権

等
事

務
手

続
き

の
簡

素
化

の
提

言

県
内

市
町

村
で

の
小

水
力

発
電

導
入

に
向

け
た

技
術

支
援

物
部

川
流

域
で

の
小

水
力

発
電

導
入

に
向

け
た

先
行

調
査

県
内

企
業

に
よ

る
水

車
発

電
機

開
発

へ
の

支
援

【
地

域
・

個
人

の
メ

リ
ッ

ト
】

・
未

利
用

資
源

の
有

効
活

用

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
地

産
地

消

・
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
の

再
生

○
県

内
企

業
の

関
連

産
業

へ
の

参
入

→
県

外
市

場
へ

の
参

入
拡

大

導
入

の
メ

リ
ッ

ト

小
水

力
発

電

先
行

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

小
水

力
発

電

市
町

村
支

援
事

業

※
電

気
事

業
者

に
よ

る
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

の
利

用
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（
R
e
n
e
w

a
b
le
s

P
o
rt
fo

lio
S
ta

n
d
a
rd

の
略

）

電
気

事
業

者
に

対
し

て
、

毎
年

度
、

販
売

電
力

量
に

応
じ

て
一

定
割

合
以

上
の

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

か
ら

発
電

さ
れ

る
電

気
の

利
用

を

義
務

付
け

る
も

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

地
産

地
消

官
公

庁
・

学
校

環
境

価
値

納
入

発
注

＜
県

内
企

業
＞

小
水

力
発

電
関

連
機

器
の

製
造

＜
県

外
企

業
＞

＜
県

内
企

業
（

将
来

）
＞

対
価

工
事

（
下

請
）

土
木

建
設

業
者

等

環
境

価
値

集
約

道
の

駅
等

（
可

能
性

）

小
水

力
発

電
設

備

（
地

元
市

町
村

等
）

園
芸

ハ
ウ

ス
等

電
力

会
社

売
電

ブ
ラ

ン
ド

化
イ

メ
ー

ジ
ア

ッ
プ
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木
質

バ
イ

オ
マ

ス
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
導

入
促

進
３
，
今
後
の
利
用
拡
大
に
向
け
た
取
り
組
み
の
方
向
性

（
課
題
へ

の
対

応
）

ア
、
効
率
的
な
事
業
展
開

◆
持
続

能
な
地
域
循
環
シ

ム
仕
組

検
討

１
，
こ
れ
ま
で
の
取
組

み
に

よ
り

着
実
に
前

進

「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
導
入
状
況
」

基
金
事
業
を
活
用
し

３
年
間
で
木
質
バ
イ

「
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
の
県
内
供
給
状
況
」

◆
ペ
レ
ッ
ト
製
造
施
設

６
個
所
（
生
産
可
能
能
力
６

５
０
０
ｔ）

別
図

（
新

エ
ネ
４
）

◆
持
続
可
能
な
地
域
循
環
シ
ス
テ
ム
の
仕
組
み
の
検
討

◆
集
約
型
地
域
熱
利
用
の
可
能
性
を
調
査

大
型
の
温
湯
式
ボ

イ
ラ
ー
に
よ
る
熱

供
給

宿
泊
施
設

基
金
事
業
を
活
用
し
、
３
年
間
で
木
質
バ
イ

オ
マ
ス
ボ
イ
ラ
ー
が
大
幅
（
１
１
８
台
増
）
に

増
加

【
(H
2
3
年

度
末
見
込
み
】

◆
合
計
台
数

１
３
９
台

◆
分
野
別
の
割
合

・
園
芸
施
設

１
１
３
台
（
８
１
％
）

・
冷
暖
房
施
設

８
台
（

６
％
）

・
温
泉
施
設

７
台
（

５
％
）

・
そ
の
他
（
養
鰻
施
設
等
）

１
１
台
（

８
％
）

６
個
所
（
生
産
可
能
能
力
６
，
５
０
０
ｔ）

◆
燃
料
用
チ
ッ
プ
製
造
施
設

２
個
所

「
石
炭
と
の
混
焼
に
よ
る
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発

電
の
取
り
組
み

状
況
」

◆
住
友
大
阪
セ
メ
ン
ト
(株

)須
崎
工
場
で
実
施

・
平
成
２
１
年
度
実
施
量

約
２
万
３
千
ト
ン

木
質

燃
料

の
共

同
配

送
シ
ス

テ
ム

地
域
協
議
会

福
祉
施
設

供
給

文
化
・
教
育

施
設

２
，
林
業
・
木
材
産
業

の
再

生
の

中
で
の
木

質
バ

イ
オ

マ
ス
の
基

本
的
考
え
方

高
知

県
の
人

工
林

◇
民
有
林
面
積

29
万
9千

ha
蓄
積

1億
2
63
1万

3

イ
、

木
質
バ

イ
オ
マ
ス

発
電

◆
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
の
推
進

灰
の

共
同

処
理

シ
ス
テ
ム

蓄
積

1億
2,
63
1万

m3
◇
国
有
林
面
積

9万
ha

蓄
積

1,
99
8万

m3
◇
年
間
成
長
量

30
5万

2千
m3

○
林
業
で
の
雇
用

○
森
林
環
境
の
保
全

森
林
資
源
を

す
仕
組

高
知
県
産
業
業
振
興
計

画
【
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利

用
の

拡
大

】

地
産
地
消
の
推
進

販
売
力
の
強
化

加
工

流
通
基
盤
の
強
化

原
木
の
増
産

ウ
、
総
合
カ
ス
ケ
ー
ド
利
用
に
向
け
た
新
た
な
展
開

◆
多
様
な
用
途
へ
の
対
応
を
考
慮
し
た
総
合
カ
ス
ケ

ー
ド
利
用
の
検
討
と
供
給
体
制
の
整
備

○
林
業
で
の
雇
用

の
確
保
・
安
定

○
県
内
機
械
産
業

と
の

連
携

○
森
林
環
境
の
保
全

○
資
金
の
県
内
循
環

活
か
す
仕
組

み
づ
く
り

売
電
及
び
熱
利
用
の
併
用
等

地
産
地
消
の
推
進

地
産
外
商
に
よ
る
販

路
拡
大

増
産
も
含
め
た
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
生
量

林
地
残
材
21

万
6千

ト
ン

＋
端

材
等
16

万
4千

ト
ン

こ
れ

ら
森

林
資

源
を
余

す
こ
と
な
く
活

用

木
材
本
来

の
用
途

加
工
・
流
通
基
盤
の
強
化

20
.6
万
m
3 →
30

万
m
3

→
35

.5
万
m
3

原
木
の
増
産

42
万
m
3

→
62

万
m
3

→
65

万
m
3

チ
ッ
プ
利
用

ま
ず
は

建
築

材
料

等
と
し
て
利

用

原
木
の
収
集

○
森
の
工
場
の
推
進

○
自
伐
林
家
等
の
収
集

シ
ス

テ
ム

の
構
築

【
主

な
用

途
】

《
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
》

○
ボ
イ
ラ
ー
用

等
燃

料
温

泉
施

設
や

園
芸

施
設

、
公

的
な
施

設
な
ど
比

較
的

大
型

の
ボ
イ
ラ
ー
に
対

応
（
広

い
設

置
ス
ー
ペ
ス
が

必
要

・
機

器
が

高
い
）

《
マ
テ
リ
ア
ル

利
用

》
○

製
紙

用
原

料
○

ボ
ー
ド

○
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

な
ど

具
体

的
取

り
組

み 木
質
燃
料
等
の

安
定
供
給

Ｈ
２
２

→
Ｈ
２
7

→
Ｈ
33

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
の
拡
大

外
的
要
因
に
よ
る
価
格
変
動
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
化

石
燃

料
よ
り
安

価
で
安

定
し
た
価

格
と
供

給
の

仕
組

み
を
つ

く
る
こ
と
で
、
地
域
の
豊
か
な
森
林
資
源
を
有
効
に
活
用
し
た

取
り
組

み
を
推

進
す
る
。

お
が

粉
利

用

【
主

な
用

途
】

《
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
》

○
ボ
イ
ラ
ー
等

燃
料

用
温

泉
施

設
や

園
芸

施
設
、
公

的
な
施

設
な
ど
比
較
的

大
型
か
ら
中

型
の
施

設
に
対

応
（
少
し
広
め
の
設

置
ス
ー
ペ
ス
が

必
要

・
機

器
が

高
い
）

《
マ
テ
リ
ア
ル

利
用

》
○

家
畜

敷
料

○
オ
ガ
炭

○
菌

床
原

料
○

堆
肥

原
料

○
ペ
ッ
ト
用

品
な
ど

【
主
な
用
途
】

安
定
供
給

木
質
バ
イ
オ
マ

ス
発
電

施
設
園
芸
等
の

熱
利
用

木
質

バ
イ
オ
マ
ス
利

用
拡

大
に
向

け
た
目

標
値

H
21

年
度
実
績

22
万
7千

ト
ン

→
H
27

年
度

34
万

ト
ン

→
H
33

年
度

38
万

ト
ン

木
質
ペ
レ
ッ
ト
利
用

【
用
途
】

《
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
》

○
ボ
イ
ラ
ー
等

燃
料

用
温

泉
施

設
や

園
芸

施
設

、
公

的
な
施

設
や

家
庭

用
ス
ト
ー
ブ
な
ど
小

型
の

機
器

に
対

応
（
設

置
ス
ー
ペ
ス
は

少
な
く
て
良

い
）

《
マ
テ
リ
ア
ル

利
用

》
○

ペ
ッ
ト
用

品
○

園
芸

用
マ
ル

チ
ン
グ
材

な
ど

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
の
拡
大
に
向
け
た
課
題

◇
木
質
燃
料

◇
燃
焼
灰

◇
機
器
の
導
入

・
安
定
し
た
価
格

・
回
収
コ
ス
ト

・
導
入
コ
ス
ト

・
安
定
供
給

・
処
理
コ
ス
ト

・
配
送
コ
ス
ト

年
度
実
績

万
千

ト
ン

→
年

度
万

ト
ン

→
年
度

万
ト
ン
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風
力
発
電
の
導
入
促
進

◆
５

事
業

者
に

よ
り

、
７

箇
所

、
４

０
基

、
3
6
,4

5
0
k
W

に
よ

る
発

電
事

業
が

行

わ
れ

て
い

る
（

う
ち

、
公

営
の

も
の

は
県

公
営

企
業

局
3
箇

所
５

基
2
,9

5
0
k
W

、

梼
原

町
1
箇

所
2
基

1
,2

0
0
k
W

）

◆
電

力
会

社
の

既
存

電
力

系
統

の
安

定
化

の
た

め
買

取
（

系
統

連
系

）
枠

が
設

け
ら

れ
て

お
り

、
現

在
の

と
こ

ろ
新

規
の

大
規

模
な

導
入

は
行

え
な

い

◆
風

の
強

さ
を

示
し

た
風

況
マ

ッ
プ

（
N
E
D
O

）
に

よ
れ

ば
、

県
内

に
適

地
（

風

速
6
m

/
s
以

上
）

が
あ

る

◆
現

在
、

風
力

発
電

の
買

取
単

価
や

期
間

な
ど

を
含

め
た

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

全
量

買
取

制
度

が
検

討
さ

れ
て

い
る

◆
県

内
企

業
が

小
型

風
力

用
の

発
電

機
器

を
製

造
・

販
売

し
て

い
る

◆
小

規
模

か
ら

1
0
0
k
W

ま
で

の
中

型
の

機
器

を
製

造
す

る
国

内
の

企
業

は
少

な
い

現
状

◆
地

元
へ

の
波

及
効

果
の

拡
大

◆
環

境
価

値
の

活
用

◆
県

内
企

業
に

よ
る

機
器

の
保

守
や

修
理

等
の

参
画

支
援

導
入

の
た

め
の

対
策

◆
県

外
資

本
に

よ
り

建
設

さ
れ

た
場

合
、

地
元

で
資

金
が

還
流

し
な

い

◆
小

規
模

の
場

合
は

、
採

算
性

の
確

保
が

難
し

い

◆
発

電
機

器
の

開
発

に
は

、
部

品
な

ど
の

製
造

コ
ス

ト
に

加
え

、
製

品
試

験
な

ど
の

経
費

負
担

が
大

き
い

風
力

発
電

導
入

の
主

な
課

題

◆
県

内
企

業
に

よ
る

発
電

機
器

開

発
へ

の
支

援

機
器

開
発

の
た

め
の

対
策

別
図

（
新

エ
ネ
５
）

具
体

的
な

対
応

策

【
地

域
の

メ
リ

ッ
ト

】

・
固

定
資

産
税

・
建

設
時

の
雇

用

・
保

守
管

理
業

務
の

雇
用

【
事

業
者

の
メ

リ
ッ

ト
】

・
売

電
収

益

・
地

域
貢

献

・
環

境
貢

献

（
グ

リ
ー

ン
電

力
)

導
入

時
の

メ
リ

ッ
ト

保
守

管
理

や
修

理
に

関
し

、
事

業
主

体
と

県
内

企

業
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

市
町

村
に

よ
る

出
資

や
一

部
単

独
運

営
な

ど
に

向

け
た

検
討

産
業

振
興

セ
ン

タ
ー

の
支

援
事

業
（

地
域

研
究

成

果
事

業
化

支
援

事
業

）
に

よ
る

開
発

支
援

風
力

発
電

事
業

体
(自

治
体

や
市

民
が

出
資

)

＜
県

内
企

業
＞

建
設

業
者

＜
県

外
・

県
内

企
業

＞

対
価 発

注

電
力

会
社

売
電

環
境

価
値

（
ｸ
ﾞ
ﾘ
ｰ
ﾝ
電

力
証

書
）

販

売
出 資

配 当

地
元

住
民

市
民

フ
ァ

ン
ド

県
外

へ

ﾒ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ﾝ
ｽ
会

社
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1,020 

763 

500 

1,000 

平成5年 平成20年

（
億
円
）

高知県の農業粗生産額

（野菜・果実・花き）

先進的技術を導入した「こうち新施設園芸システム」開発事業 

0

20

40

60

80

100

トマト パプリカ ナス

収
量
（
ｔ
／

ａ)

高知県

オランダ

10

 

  

 

園芸農業の振興・発展 

農家経営の安定化 

農業の活性化 

オランダに学び 

儲ける農業を 

主要果菜類の収量 

オランダ型施設栽培システムの理論を 

導入したこうち型新システムの開発 

ここううちち新新施施設設園園芸芸シシスステテムム  

増収 
既存型ハウス：収量 30％増

高軒高ハウス：収量 50％増

省エネルギー 
暖房コスト 20％削減 

既存ハウスへの先進技術の導入 

・温湿度制御技術 

・炭酸ガス施用 

・日射比例灌水装置の活用 

・LED 照明 

⇒高軒高ハウスへの展開 

高知の自然条件を生かした新エネルギー 

利用技術等の開発 

・自然冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート）

を活用した貯熱・局所加温技術の開発 

・ヒートポンプによる冷暖房 

環境負荷低減
CO2排出量 50％以上削減 

共同 

研究 

産学官連携 

大学 

独立行政法人 

民間企業 

連携 

現在の高知県農業 

販売単価の低迷 
生産コストの上昇 
ハウス面積の減少 
後継者不足 
環境への負荷 

オランダ農業 

施設園芸では世界の
トップランナー 

現状を打開 

夢のある園芸農業を 

施設園芸の停滞 

農業振興部 
農業振興センター 
生産者 
農業団体 
大学、企業など 

こうち新施設園芸

システム研究会 

別図（新エネ６）
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Ⅰ 産業間の連携戦略 
 
 

３ 産学官連携による力強い 

  産業の礎を築く 
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産
学

官
連

携
に
よ
る
力

強
い
産

業
の

礎
を
築

く
～

地
域

資
源

密
着

型
の

研
究

開
発

等
に
よ
り
、
産

業
振

興
の

流
れ

を
将

来
に
わ

た
っ
て
よ
り
大
き
な
動

き
に
～

◆
産
(産

業
界
)：
ニ
ー
ズ
の

掘
り
起

こ
し
と
技

術
支

援
、
実

践
活

動
◆

学
(高

等
教

育
機

関
)：
事

業
化

に
向

け
た
研

究
の

加
速

と
人

材
育
成
(地

域
貢

献
の

さ
ら
な
る
見

え
る
化
)

◆
官
(行

政
)：
推

進
体

制
の

強
化
(人

・
組

織
・
資

金
に
よ
る
支

援
)

産
(産

業
界
)の

技
術

、
学
(高

等
教
育
機
関
)の

知
恵

、
官
(行

政
)の

資
金

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ

て
、
地

域
資

源
の

強
み

を
生

か
し
た
商

品
づ
く
り
や

人
材

育
成

を
加

速
し
、
本

県
産

業
の

振
興

に
つ
な
げ
る
。

◎
産

学
官

連
携

会
議

で
情

報
共

有
を
行

い
、
産

業
振

興
計

画
の

取
組

み
と
連

動
さ
せ

た
産

学
官

の
共

同
研

究
を
生

み
出

す
た
め
、
次

の
研

究
会

を
設

置
す
る

産
学

官
連

携
会

議
に

研
究

会
を

新
た

に
設

置
産

学
官

連
携

会
議

県 内 の 産 学

取 り 組

産

○
県
内
の
産
学
官
連
携
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
、
関
連
産
業
の
相

◆
新

エ
ネ
ル

ギ
ー
研

究
会

◆
食

品
研

究
会

・
共

同
研

究
（
再

生
可

能
エ
ネ
ル

ギ
ー
の

推
進

に
関

す
る
研

究
等

）

・
共

同
研

究
（
生

鮮
農

産
物

の
分

析
と
加

工
も
の

づ
く
り
の

研
究

等
）

学 官 が 一 堂 に 集 ま

組 み を 進 め る 仕 組
学

官

○
県
内
の
産
学
官
連
携
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
、
関
連
産
業
の
相

互
連
携
と
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る

○
本
県
の
取
り
組
む
べ
き
研
究
テ
ー
マ
や
共
同
研
究
推
進
の
手
法
な

ど
に
つ
い
て
検
討
し
、
具
体
的
な
研
究
シ
ー
ズ
を
見
出
す
中
で
、
取
り

組
め
る
も
の
か
ら
産
振
計
画
に
繋
げ
て
い
く

◆
防

災
研
究
会

・
共

同
研

究
（
生

鮮
農

産
物

の
分

析
と
加

工
も
の

づ
く
り
の

研
究

等
）

・
共

同
研

究
（
ス
パ

コ
ン
を
駆

使
し
た
地

震
・
津

波
被

害
防

災
対

等
等

）

ま り 、 連 携 し た

組 み づ く り
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
機

能
の

強
化

産
学

官
連

携
推

進
チ
ー
ム

(県
新
産
業
推
進
課
、
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
等
)

学
連 携

産 業 振

産 と 学 の 橋 渡

国
費

等
外
部
資
金

◎
人
材
育
成
の
メ
ニ
ュ
ー
を
体
系
化
し
、
受
講
者
の
ニ
ー
ズ
や
レ
ベ

産
業

人
材

の
育

成

連
携

推
進

短
期

テ
ー
マ

産
学

中
期

テ
ー
マ

長
期

テ
ー
マ

事
業
化

事
業
化
へ

短
期
へ

振 興 に 資 す る 産 学

一 層

渡 し
ル

に
応

じ
て
受

講
で
き
る
よ
う
な
環

境
を
整

備
す
る
こ
と
で
、
本

県
の

産
業

や
地

域
を
支

え
る
人

材
育

成
を
進

め
る
。

研
修
（
教
育
)内

容
の

検
討

修
講
師

学
★

希
望

者
に
は

、
面

談
に
よ
り

研
修
を
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

★
科

目
単

位
で
受

講
可

能

官

産
学

官
連

携
産

業
創

出
研

究
推

進
事
業

（
中

期
テ
ー
マ
の

共
同

研
究
）

事
業
化
を
促
進
す
る

支
援
制
度
の
一
層
の
活
用

支 援

支 援
学 官 共 同 の 取 り

の 推 進
官

受
講
し
や
す
い

環
境
づ
く
り

検
討
、
研

修
講
師

全
体
調
整
、

運
営

産
官

産
業

人
材

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム

★
身

近
な
地

域
で
受

講
可

能

・
学

の
研

究
シ
ー
ズ
な
ど
を
生

か
し
た
中

期
テ
ー
マ

の
共

同
研

究
を
重

点
的

に
支

援
す
る
こ
と
に
よ
り

事
業

化
へ
の
道
の
り
を
短
縮

・
こ
う
ち
産
業
振
興
基
金
事
業

・
成
長
分
野
育
成
支
援
事
業

り 組 み の

環
境
づ
く
り

運
営

対
象
：
地
域
産
業
の
実
践
者
、
地
域
産
業
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
経
営
リ
ー
ダ
ー
、

技
術

者
リ
ー
ダ
ー
、
一

般
従

業
者

、
第

一
次

産
業

等
の

担
い
手
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産業成長戦略の概要（産学官連携による力強い産業の礎を築く） 

 

産業や資本の集積が少なく、中小企業が多い本県では、自社で十分に研究員や研究費を持ち、時間

をかけて製品の技術的な開発を進めることができる企業は多くありません。こうした本県の弱みを補うた

め、産学官連携により「産」の持つ技術やノウハウ、「学」の持つ智恵や研究開発力、「官」（行政）の持つ

資金やネットワークを連携させることによって、地域資源の強みを生かした商品づくりや人材育成を加速

し、本県産業の振興につなげるため、次の取り組みを行います。 

○県内の産学官が一堂に集まり、連携した取り組みを進める仕組みづくり 

産学官連携会議を開催し、県内の産学官連携に関する情報を共有するとともに、関連産業の相互連

携とレベルアップを図ります。また、本県の取り組むべき研究テーマや共同研究推進の手法などについ

て検討し、具体的な研究課題を見出す中で、取り組めるものから産業振興につなげていきます。 

また、産学官連携会議の中に、産業振興計画の取り組みと連動させた、研究会（①新エネルギー研

究会、②食品研究会、③防災研究会）を新たに設置し、研究者を中心に各分野で進められている研究や

情報を共有することで、長期、中期、短期の共同研究テーマを掘り起こして具体的に研究を推進する態

勢づくりを促進します。 

○産業振興に資する産学官共同の取り組みの一層の推進 

各研究フェーズに応じた国等の競争的資金獲得を支援するとともに、引き続き、学の研究シーズなど

を生かした産学官共同による中期テーマの研究開発を重点的に支援します。 

○産業人材の育成 

本県の産業を継続的に底上げするためには、地域や企業を支える人材の育成が大きな課題です。

そのため、第１期産業振興計画では、産業成長戦略の連携テーマの一つに「人材の育成・確保」

を掲げるとともに、平成２２年度からは、地域産業を創造・リードする人材の育成を積極的に進

めてきました。 

今後は、平成２３年度に大学や産業団体等と協働して策定をしました「産業人材育成プログラ

ム」に基づき、体系的な人材育成に取り組みます。 

併せて、受講希望者に適した研修の紹介、プログラム設計等をコーディネートする仕組みや県

民から多くの声が寄せられている「身近な場所で受講できる仕組み」等を取り入れ、受講者が自

らのニーズやレベルに応じて柔軟に受講できるような環境の整備を図っていきます。 

研修等の実施にあたっては、「産」は受講しやすい環境づくりを、「学」は研修内容の検討や研

修講師を、「官」は全体調整や運営を担当することにより、産学官が連携した効果的な研修プログ

ラムの実現を図ります。 

こうした取り組みを進めるとともに、現在進められている県立大学改革や産学官全体をコーデ

ィネートする仕組みの構築等と連動させていくことで、産学官連携の一層の強化による産業振興

を目指します。 
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連携テーマ【産学官連携による力強い産業の礎を築く】
取組方針

施策
総括

（・取り組み　◆総括）
課題 1 2 3 4 5

・産業や資本の集積が少
なく、中小企業が多い本県
では、自社で十分に研究
員や研究費を持ち、時間
をかけて製品の技術的な
開発を進めることができる
企業は多くない。
・そのため、こうした本県
の弱みを補うため、日常的
に産学官が連携する場が
求められていた。

・産学官連携会議による
共同研究の方向付け
・産学官連携推進チーム
等によるコーディネート機
能の強化
・中期テーマ研究開発事
業の進捗管理

○産学官連携会議を開催し、
情報を共有するとともに、共
同研究を推進
◎産学官連携会議分野別研
究会の活動による新たな共同
研究の方向付け
○中期テーマ研究開発事業
による共同研究を推進し、新
たな事業化に結び付ける

２．産業振興に資する産学官共
同の取組の一層の推進

　　（１）事業化を促進する支援
　　　　制度の一層の活用

◆製造品出荷額等は、H7
年（7,055億円）をピークに
減少し、ここ4～5年はほぼ
横ばい
・H18年　5,498億円
　　（全国46位）
・45位(鳥取)1兆346億円、
　47位(沖縄)5,280億円
※H19年工業統計（速報）

・成長が期待され潜在力
のある4つの分野（食品、
天然素材、環境、健康福
祉）ごとに企業や専門家
等で構成する研究会を設
置し、事業化を支援

◆研究会で事業化プラン
の作成や事業化に取り組
む企業が創出され、売上
高増加や新規雇用など

◆研究会発事業化プラン
の作成に向けた取り組み
の加速

◆研究会発事業化プラン
に対するフォローアップ
の充実

◆成長が期待され潜在力の
ある分野や企業への重点的
支援
○意欲のある企業の参加促
進
○事業化に向けた企業間連
携の促進
○個別支援アドバイザーの拡
大等による支援体制の強化
○研究会発事業化プランの実

１．県内の産学官が一堂に集ま
り、連携した取組を進める仕組
みづくり

・産学官連携共同研究や
産業人材の育成などを進
めるため産学官連携会
議を設置
・中期テーマ研究開発事
業（産学官連携産業創出
研究推進事業）の実施に
より具体的な共同研究が
開始された
◆産学官連携による共同
研究等の基盤が整備さ
れ、新たな取組みが開始
された。

○ ○

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○

◆県内製造業の約半数は
小規模事業者であり、地
域製造業の牽引役となる
大規模事業者が少ない
　・従業員数4～9人
　　    　全体の47％
　　 　〃　　 100人以上
    　     全体の 3%

＜製造品出荷額＞
　・従業員数4～9人
      　　全体の 6%
　　　　〃　　100人以上
           全体の49%

高増加や新規雇用など
の成果が表れ始めた。

○研究会発事業化プランの実
現に向けた販売促進に関する
支援の強化

○ ○
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 【　連携テーマ　】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
長期的な視点
（概ね１０年先）

◆研究会での活動
を通じて、競争力
のある製品や事業
展開のノウハウ等
を備えた企業が数
多く生まれ、販売が
増加している

・事業化プラン認定
件数 60件（累計）

◆研究会発事業化
プランの実現によ
り、高知らしい特徴
のある商品の開発
が進み、多くの雇
用が創出される

◆全国的に競争力
のある企業が生ま
れ、生産が活発化

◆産学官連携の取り
組みが根付き、日常
的な共同研究のな
かから、産業振興に
つながる研究成果が
継続的に生み出され
ている
◆産学官間連携に
よる研究成果を基に
した事業の中から、
科学技術を活用した
事業モデルとなる成
功例が生まれ、県内
の雇用拡大にも貢献
している

◆産学官連携の取り
組みが広がり、新エ
ネルギーや防災関
連などの共同研究
成果が複数生まれ、
事業化が始まってい
る
　・産学官連携産業
創出研究推進事業
を活用した新規事業
化件数：３件以上

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

産学官連携会議の開催

中期テーマ研究開発事業（産学官連携産業創出研究推進事業）の推進

産学官連携会議分野別研究会の活動

・産学官連携会議を開催し、県内の産学官連携に関する情報を共有し、関連事業の相互連携とレベルアップを図る

・分野別研究会（新エネルギー、食品、防災）の活動により、長期、中期、短期の共同研究テーマを掘り起こし、共同研究を推進

・中期テーマ研究開発事業による共同研究が推進され、新たな事業化が図られる

新事業創出支援チームの活動

・中期テーマ研究開発事業の成果の事業化に向けた取り組みの推進

食品、天然素材、環境、健康福祉

意欲のある企業の参加促進

事業化に向けた企業間連携の促進

個別支援アドバイザーの拡大等による支援体制の強化

研究会発事業化プランの実現に向けた販売促進に関する支援の強化 件数　 60件（累計）

・販売金額　100億
円（累計）

・新規雇用　110人
（累計）

れ、生産が活発化
し、企業の集積が
始まっている

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

研究会発事業化プランの実現に向けた販売促進に関する支援の強化

県工業振興課、新産業推進課：テーマ別研究会設置・運営、研究会発事業化支援事業費補助金制度の実施
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連携テーマ【産学官連携による力強い産業の礎を築く】
取組方針

施策
総括

（・取り組み　◆総括）
課題 1 2 3 4 5

◆食品加工のさらなる促進
　試験研究機関の充実・強化
による商品開発の支援

○ ○ ○

◆試験研究機関の充実・強化
（新商品の開発や技術支援
等）、試験研究機関と生産者
等とのマ チングの推進

○ ○

・試験研究機関を中心と
した研究開発、技術開
発、調査分析、技術支援
等
◆補助事業等も活用し
た、研究開発、技術開
発、販路開拓、マーケ
ティング、施設整備等へ
の支援

◆生産物や製品の競争
力向上

◆海洋深層水の新たな利用
分野への展開

　○推進中の共同研究の
　　成果を出す

　○取組が有望と思われる
　　研究の検討・実施

　◎県内での事業化を検討

　◎高付加価値商品等への
　　利用法検討

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向

２．産業振興に資する産学官共
同の取組の一層の推進

　（２）生産や販売活動、製品化
　　　 に結びつく技術開発、調
       査分析の推進

試験研究機関を中心とし
て、各産業分野の生産や
販売、製品化に結びつく技
術開発や調査分析を支援

等とのマッチングの推進
◆産学官連携による新商品
の開発を支援

○ ○ ○

◆○県産品の付加価値向上を
目指した機能性成分等の活用
の研究

○ ○

◆○試験研究機関の充実・強
化（新商品の開発や技術支援
等）、試験研究機関と生産者
等とのマッチングの連携

○ ○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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 【　連携テーマ　】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
長期的な視点
（概ね１０年先）

 

全国レベルの加
工・品質管理技術
を持つ企業の増加

自立した商品開発
ができ、外商で本
当に売れる企業へ

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

新たな利用分野への展開

海洋深層水研究所

・産学官連携による新たな共同研究の推進（県内外企業、大学、公設試等との連携）

・今後有望視される研究シーズの検討（冷熱エネルギー、有用資源、微細藻、健康、医療、深海微生物等）

・従来の研究成果を見直して新たな共同研究や事業化の検討

・共同研究成果の事業化検討

・補助制度活用の検討

県工業技術センター：

・食品加工研究棟の活用による食品関係企業・団体への商品開発等支援

・品質管理技術の高度化支援

・食品加工特別技術支援員の配置による商品開発の推進

・技術指導アドバイザーの派遣

食品関係企業・団体への商品開発・生産管理高度化支援

◆県産農産物が特
異的に持つ機能性
成分により有利販
売につながってい
る

　

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

研究会の開催による検討

県地産地消・外商課：農産物機能性成分活用研究会を設置

高知県産主要農産物の持つ機能性成分に着目し、その活用により農産物（加工品）の付加価値向上が期待され、有利販売へと繋がる品目や新

たな機能性が期待される成分や品目について（実務担当者レベルで）継続的に検討し、具体的な成分、品目について絞り込みを行うとともに、絞り

込まれたものについて、具体的な試験研究機関段階での情報共有、方向性の確認、付加価値向上に寄与する表示・ＰＲ戦略の検討、実践を行う。

試験研究機関： 高知大学との企画連連携会議の開催、気候変動適応推進プログラム等データの相互共有

果樹協議会等生産者組織及びＪＡ等加工流通業者との技術情報交換

土佐茶のブランド化等学生のプロジェクト活動支援

民間企業開発技術の活用による技術開発

農産物の高品質・安定・多収技術の開発、ＩＰＭ等新たな技術開発

県内大学等：マイクロバブルシステムの開発(H23-H26)等を実施＜工業技術センター＞

県内大学等：製紙スラッジの有効利用に関する研究(H23-H25)等を実施＜紙産業技術センター＞
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連携テーマ【産学官連携による力強い産業の礎を築く】
取組方針

施策
総括

（・取り組み　◆総括）
課題 1 2 3 4 5

◆新施設園芸システムの確
立に向けた研究開発
○こうち新施設園芸システム
研究会による開発支援
★施設内環境制御技術の定
着に向けての検討
★新施設園芸システムの普
及定着に向けての検討

○ヒートポンプの利用技術と
機能強化に関する研究

○施設内環境制御技術に関
する研究

○高軒高ハウスでの施設内
環境制御による増収技術の

２．産業振興に資する産学官共
同の取組の一層の推進

　（２）生産や販売活動、製品化
　　　 に結びつく技術開発、調
       査分析の推進

試験研究機関を中心とし
て、各産業分野の生産や
販売、製品化に結びつく技
術開発や調査分析を支援

・試験研究機関を中心と
した研究開発、技術開
発、調査分析、技術支援
等
◆補助事業等も活用し
た、研究開発、技術開
発、販路開拓、マーケ
ティング、施設整備等へ
の支援

◆生産物や製品の競争
力向上

改革の方向

○

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策

環境制御 る増収技術
開発

★オリジナル品種の育成

◆地形や資源にマッチした
　　効率的な生産システム
　　の導入を促進
　 ○林内路網の整備や高
　　　性能林業機械の整備
　　　への支援
　 ○効率的な路網や架線
　　　集材などの普及
　 ○事業体の作業システム
　　　改善に向けた支援

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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 【　連携テーマ　】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
長期的な視点
（概ね１０年先）

自然エネルギーを利用した
新施設園芸システムの構
築

◆普及に移せる新
技術の確立
施設内環境制御を
利用した栽培の普
及（ピーマン）
現地高軒高ハウス
での新技術を利用
した栽培の開始

◆新技術の普及

・環境保全型農業
を基盤とした新施
設園芸システムへ
の展開
・オランダ型ハウス
団地など、大規模
な企業的経営の展
開

◆暖房コスト２０％
の削減

◆既存型ハウスに
対応した新技術の
確立（施設ピーマン
の収量30％増）

◆高軒高ハウスに
対応した新技術の

◆高軒高ハウスに
対応した革新的技

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

生産者・農業団体・大学・企業・県環境農業推進課・農振センター等：新技術および経済性の評価、 プロジェクト

チーム活動

こうち新施設園芸システム研究会による開発の検討および現地普及の推進

ヒートポンプの利用技術と機能強化法の検討

企業・農業技術センター：エコキュートを利用、改良した蓄

熱、局所加温技術の開発、夏期の夜冷栽培技術の開発

既存型ハウスでの施設内環境制御による増収・高品質技術の検討

（ピーマン・ミョウガなど）

大学・農業技術センター：CO２施用および温湿度管理による増収技術の開発、日射

比例装置の活用、ＬＥＤ照明利用技術の開発

既存型ハウスに対応したこうち新施設園芸システ

ムの実証と経済性の評価

大学・農業技術センター：既存施設でのこうち新園芸シス

テムの技術・経済性評価

大学・企業・農業技術センターでの研究開発

既存型ハウスでの施設内環境制御による増収・

高品質技術の検討(ナス・キュウリなど）

県農地・担い手支援課・県環境農業推進課・県産地・流通支援課・農振センター等：こうち新施設園芸システムの現

地普及に向けての事業等の検討

大学・企業・農業技術

センター：研究開発

対 新技術
確立（施設パプリカ
の収量50％増）

対 革新 技
術の確立（施設パ
プリカの収量２倍
増）

◆高軒高ハウスに
対応したナス・ピー
マンの特性解明、
優良母本選定

◆各産業分野の生
産や販売活動を支
援する技術開発や
調査分析の推進

◆県内産業の競争
力強化

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

本県の地形等に対応した効率的な生産システムの普及

事業体：効率的な生産システムでの試行

県林業改革課：効率的なシステムの普及、生産効率の低い事業体への作業システム改善の強化

高知大学等：生産システムのデータ分析に基づく指導

高軒高ハウスを利用した環境制御による促成パプリカの増収技術の

検討

農業技術センター：高軒高ハウスでのＣＯ２施用および温湿度制御技術による増収技術の開発

高軒高ハウスでの促成栽培に適した

ナス・ピーマンの品種特性の解明

ナス・ピーマンの高軒高ハウスでの促成栽培に適し

た品種の育成

高軒高ハウスでの循環型養液栽培による増

収・高品質技術の検討

農業技術センター：高軒高ハウスでの促成栽培に適したナス・ピーマンの品種の育成
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連携テーマ【産学官連携による力強い産業の礎を築く】
取組方針

施策
総括

（・取り組み　◆総括）
課題 1 2 3 4 5

◆★宝石サンゴ資源の持続的
利用へ向けた取組

　 　

２．産業振興に資する産学官共
同の取組の一層の推進

　（２）生産や販売活動、製品化
　　　 に結びつく技術開発、調
       査分析の推進

試験研究機関を中心とし
て、各産業分野の生産や
販売、製品化に結びつく技
術開発や調査分析を支援

・試験研究機関を中心と
した研究開発、技術開
発、調査分析、技術支援
等
◆補助事業等も活用し
た、研究開発、技術開
発、販路開拓、マーケ
ティング、施設整備等へ
の支援

◆生産物や製品の競争
力向上

○

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向

◆小水力発電関連機器開発支
援

　○県内企業による水車発電
　機の開発への支援

　　 ○

◆★養殖生産技術向上のため
の技術開発

 

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

○ ○

○
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 【　連携テーマ　】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
長期的な視点
（概ね１０年先）

◆適切な管理によ
る宝石サンゴ資源
の持続的利用

◆適正な資源管理
手法の確立

◆CITES・COP16で
の規制提案の否決

 

◆各産業分野の生
産や販売活動を支
援する技術開発や
調査分析の推進

◆県内産業の競争
力強化

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

宝石サンゴ資源の持続的利用へ向けた取組

漁業者、漁協：資源調査への協力と資源管理の実践

県漁業振興課、水産試験場：宝石サンゴに関する漁業資源調査（H２３～２４）

県漁業管理課：資源調査の結果や漁獲状況に応じて許可要件の見直しを検討

高知大学等：宝石サンゴの

持続的利用のための資源

管理技術を開発するために

調査研究を実施（H２２～２

４）

同左

県内企業による水車発電機の開発への支援

県関係課、大学、県内企業等：水車発電機の開

発に関する研究会を開催し、県内企業による水

車発電機の開発を連携して支援

県内企業：水車発電機の開発

県、大学：県内企業による水車発電機開発の支援

（ステップ１）オーダーメイドでの安価で信頼性の高い製品の開発

（ステップ２）汎用型化によるコストダウン

◆生産技術の向上
による、より高いレ
ベルでの品質の均
一化・安定生産

◆漁協による系統
出荷の拡大

◆生産者に有利な
販売体制の実現

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

漁業者・漁協：漁業許可要

件の厳守

県漁業振興課、水産試験

場：宝石サンゴに関する資

源調査

県漁業管理課：許可要件

の見直し

CITES・COP16を見据えた集中的な取組

効率的な給餌方法・高品質魚の生産技術の開発と普及

高知大学：高品質魚の生産に向けた餌料添加物の開

発に必要な成分分析と効果の検証

水産試験場：養殖技術向上化試験（H25まで）

○水温・成長段階別の適正給餌量の把握（マダイ、カ

ンパチ）

○給餌制限により成熟を抑制し、マダイの商品価値の

低下を防止（身痩せ、体色黒化）

○県産特産物を使った高品質魚の生産（ショウガ、ユ

ズ、直七など）

漁協、水産試験場、漁業指導所、漁業振興課：効率的な給餌方法・高品質魚の生産技術

の普及指導

- 105 -



連携テーマ【産学官連携による力強い産業の礎を築く】
取組方針

施策
総括

（・取り組み　◆総括）
課題 1 2 3 4 5

・産業や資本の集積が少
なく、中小企業が多い本県
では、自社で十分に研究
員や研究費を持ち、時間
をかけて製品の技術的な
開発を進めることができる
企業は多くない。
・そのため、こうした本県
の弱みを補うため、日常的
に産学官が連携する場が
求められていた。

・産学官連携会議による
共同研究の方向付け
・産学官連携推進チーム
等によるコーディネート機
能の強化
・中期テーマ研究開発事
業の進捗管理

○産学官連携会議を開催し、
情報を共有するとともに、共
同研究を推進
◎産学官連携会議分野別研
究会の活動による新たな共同
研究の方向付け
○中期テーマ研究開発事業
による共同研究を推進し、新
たな事業化に結び付ける

◆永国寺キャンパスを社
会貢献する「知の拠点」と
位置づけ、その機能を果
たすための整備について
検討

◆「県立大学改革にかか
る永国寺キャンパス検討
会」の提言を受け、県と
関係する３大学による
「永国寺キャンパス整備
等検討チーム会」で検討
を実施
◆永国寺キャンパスに関
する基本方針のとりまと
め

◆永国寺キャンパス整備
の計画的な推進

◆永国寺キャンパスを整備
し、産業振興に資する人材育
成や社会人教育等の充実を
図る

○ ○

　３．産学官連携による本県産
業を担う人材の育成

２．産業振興に資する産学官共
同の取組の一層の推進
　（３）中期テーマの共同研究
      を加速する支援制度の
      創設

・産学官連携共同研究や
産業人材の育成などを進
めるため産学官連携会
議を設置
・中期テーマ研究開発事
業（産学官連携産業創出
研究推進事業）の実施に
より具体的な共同研究が
開始された
◆産学官連携による共同
研究等の基盤が整備さ
れ、新たな取組みが開始
された。

○ ○

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向

◆産業人材の育成は、産
業界、高等教育機関、行
政がそれぞれ独自に行っ
ており、体系化されていな
い
◆事業者等のモチベー
ションやビジネス基礎力が
不足
◆どのような研修を受講す
ればよいか、何を目標に
すればよいかわからない
との声がある

・連携テーマの一つに「人
材の育成・確保」を掲げ
各種人材育成事業を実
施。
・産学官連携会議におい
て、プログラム作成につ
いて議論を実施。
◆基礎から実践まで一貫
した研修や先進地域の視
察、異業種の交流等によ
り、受講生の成果の兆し
が見えつつある。

◆産業界、高等教育機
関、行政間の情報共有及
び連携が必要
◆受講者のニーズやレベ
ルに沿って受講できる仕
組みが必要
◆受講者の意欲を引き出
す仕組みが必要
◆研修受講後のフォロー
アップが必要

◆★産学官連携による産業人
材育成

○

・高知大学と市町村が連携し、
今後の地域における食料産業
を支える中核人材を養成する事
業を実施(土佐ﾌｰﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｰ
ﾀｰ(ＦＢＣ)人材創出事業)

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業
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 【　連携テーマ　】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
長期的な視点
（概ね１０年先）

◆工科大の社会科
学系学部の開設、
県立大の文化学部
の拡充、一層充実
した社会人教育の
実施

◆永国寺キャンパ
スが整備され、県
の産業振興に貢献
する人材を育成

◆産学官連携の取り
組みが広がり、新エ
ネルギーや防災関
連などの共同研究
成果が複数生まれ、
事業化が始まってい
る
　・産学官連携産業
創出研究推進事業
を活用した新規事業
化件数：３件以上

◆産学官連携の取り
組みが根付き、日常
的な共同研究のな
かから、産業振興に
つながる研究成果が
継続的に生み出され
ている
◆産学官間連携に
よる研究成果を基に
した事業の中から、
科学技術を活用した
事業モデルとなる成
功例が生まれ、県内
の雇用拡大にも貢献
している

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

・新キャンパスの利用開始

（既存部分の整備は継続）

・一層充実した社会人教

育等の実施

私学・大学支援課：永国寺キャンパス整備の推進（基本設計、実施設計、建築工事等）

各大学：各大学で行う教育内容等の具体化、単独又は連携して行う社会人教育の充実

産学官連携会議の開催

中期テーマ研究開発事業（産学官連携産業創出研究推進事業）の推進

産学官連携会議分野別研究会の活動

・産学官連携会議を開催し、県内の産学官連携に関する情報を共有し、関連事業の相互連携とレベルアップを図る

・分野別研究会（新エネルギー、食品、防災）の活動により、長期、中期、短期の共同研究テーマを掘り起こし、共同研究を推進

・中期テーマ研究開発事業による共同研究が推進され、新たな事業化が図られる

新事業創出支援チームの活動

・中期テーマ研究開発事業の成果の事業化に向けた取り組みの推進

◆ビジネスの基礎
を習得した人材の
育成
◆応用・実践編受
講者の内７割以上
が、商品開発や販
路開拓などの新た
な事業展開につな
がる

◆地域産業の担い
手を育成

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

産業人材育成プログラムの実施

産業界：受講しやすい環境づくり、産学官連携会議への参画

県内高等教育機関（高知大学、高知県立大学、高知工科大学、高知高専等）：研修（教育）内容の検討、研修講師、

産学官連携会議への参画、

県：プログラム運営、全体調整、産学官連携会議への参画

県立大学改革との連動の検討

高知大学：全体運営」

県（工業技術センター）：土

佐ＦＢＣ人材創出事業への

支援（講師の派遣等）

県（計画推進課）：人材育

成プログラムとの連携にむ

けた検討

土佐ＦＢＣ実施

高知大学：全体運営

県（工業技術センター）：土

佐ＦＢＣ人材創出事業への

支援（講師の派遣等）

県（計画推進課）：人材育成

プログラムとの連携

土佐ＦＢＣ２（仮）の実施

産業人材育成プログラムの実施

Ｐ１４７

別図（人2）参照

- 107 -



- 108 -



 
 
 
 

Ⅰ 産業間の連携戦略 
 
 

４ 中山間の暮らしを支える 

  産業づくり 
 

- 109 -



中
山

間
の

暮
ら
し
を
支

え
る
産

業
づ
く
り

１
．
中

山
間

地
域

の
基

幹
産

業
と
し
て
の
「第

一
次

産
業

」の
振

興

政
策

の
柱

課
題

◆
農

業
の

振
興

○
本

県
農

産
物

の
高

付
加

価
値

化
○

中
山

間
地

域
の

農
業

・
農

村
を
支

え
る
仕

組
み

を
強

化
○

新
た
な
担

い
手

の
確

保
・
育

成
と
経

営
体

の
強

化

◆
林

業
の

振
興

○
原

木
生

産
の

拡
大

○
加

工
体

制
の

強
化

○
流

通
・
販

売
体

制
の

確
立

若 者 等 が 定 住
生

・
一

次
産

品
の

価
格

の
低

迷
に
よ
る
所

得
の

減
少

・
就

業
者

の
高

齢
化

、
後

継
者

の
減

少

・
公

共
事

業
の

減
少

に
伴

う
建

設
業

の
衰

退

・
地

理
的

な
条

件
等

に
よ
る
企

業
進

出
や

ビ
ジ
ネ
ス
展

開
の

困
難

性

２
．
建

設
業

等
の
新
事
業
展
開
、
新
分
野
進
出

○
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
利

用
拡

大
○

森
の

も
の

の
活

用
○

健
全

な
森

づ
く
り

◆
水

産
業

の
振
興

○
人

材
の

育
成

○
外

商
を
意

識
し
た
取

り
組

み
○

漁
村

対
策

○
地

産
地

消
・
地

産
外

商
の

た
め
の

県
内

の
取

り
組

み

住 で き る 雇 用 の 場

中 山 間 地

生 活 の 糧
地

域
活

力
の

低
下

、
農

山
村

・
漁

村
の

伝
統

文
化

、
景

観
の

喪
失

人
口
減
少
に
拍
車

（
Ｈ
２
２
国

政
調

査
・
・
・
町

村
部

の
人

口
減

少
前

回
比

△
８
％

）
２
．
建

設
業

等
の
新
事
業
展
開
、
新
分
野
進
出

３
．
中

山
間

地
域

の
生

活
を
守

る
た
め
の
安

定
し
た
所

得
の
確

保

◆
建

設
業

の
新
分
野

進
出

○
ア
ド
バ

イ
ザ

ー
等

支
援

体
制

の
充

実
○

セ
ミ
ナ
ー
よ
る
情

報
提

供
の

充
実

◆
小

さ
な
ビ
ジ
ネ
ス
の

推
進

場 づ く り

地 域 の 生 活 を 支

中
山

間
地
域
の
衰
退
（
集
落
の
消
滅
の
恐
れ
）

５ つ の
目 指

◆
小

さ
な
ビ
ジ
ネ
ス
の

推
進

○
集

落
、
小

グ
ル

ー
プ
が

取
り
組

む
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の

発
掘

、
育

成
○

地
域

で
の

販
売

拠
点

づ
く
り
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

推
進

◆
拠

点
ビ
ジ
ネ
ス
の

推
進

○
多

角
経

営
を
基

本
と
す
る
地

域
拠

点
ビ
ジ
ネ
ス
の

推
進

○
こ
う
ち
型

集
落

営
農

の
６
次

産
業

化
の

推
進

地 域

支 え る 産 業 の

強
化

す
る
ポ
イ
ン
ト

○
基

幹
産

業
と
し
て
第

一
次

産
業

の
強
化

・
生
産
・
流
通
、
販
売
体
制
の
一
体
的
な
強
化

・
本
県
独
自
の
ブ
ラ
ン
ド
化
の
確
立

の 政 策 の 柱

指 す 方 向

４
．
地

域
特

性
を
生
か
し
た
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
の
創
出

◆
新

エ
ネ
ル

ギ
ー
の

利
用

拡
大

○
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
の

エ
ネ
ル

ギ
ー
利

用
の

促
進

○
効

果
的

な
木

質
バ

イ
オ
マ
ス
の

集
荷

と
エ
ネ
ル

ギ
ー
利

用
体

制
づ
く
り

域 住 民 の 所 得 の 確

の 振 興 ・ 活 性 化

・
６
次

産
業

化
の

取
り
組

み
の

推
進

・
後

継
者

の
確

保
、
担

い
手

の
育

成

○
新

た
な
担

い
手

の
参

画
促

進
・
地

域
の

潜
在

能
力

の
引

き
出

し
・
地
域
資
源
の
活
用
促
進

◆
中

山
間

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
対

応
し
た
新

た
な
サ

ー
ビ
ス
提

供
○

介
護

ビ
ジ
ネ
ス
の

推
進

５
．
こ
う
ち
型
二
地
域
居
住
の
確
立

確 保 ・ 向 上

化

産
業

を
支

え
る
担

い
手

の
確

保

地
域
資
源
の
活
用
促
進

・
外

部
か

ら
の

人
の

確
保

○
新

た
な
分

野
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
取
り
組
み
強
化

・
地
域
の
強
み
を
生
か
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
の
推
進

人

地
域

で
の
産

業
づ
く
り
の
拡

大

◆
交

流
・
観

光
か

ら
二

地
域

居
住

へ
の

推
進

○
移

住
・
交

流
コ
ン
シ
ェ
ル

ジ
ュ
の

配
置

充
実

等

◆
地

域
居

住
か
ら
定

住
へ
の

推
進

○
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル

テ
ン
な
ど
受

入
基

盤
の

整
備

充
実

等

- 110 -



産業成長戦略の概要（中山間の暮らしを支える産業づくり） 
 
本県の県土の９２％を占める中山間地域は、豊かな山や川の資源に恵まれ、気候を生かした農作物

や木材の供給など、数々の産業を担うとともに、それぞれの地域で伝統的に代々受け継がれてきた様々

な文化や風習があり、多くの人々が中山間地域で生まれ育ち、高知の「原風景」を守ってきました。  
しかしながら、近年、この中山間地域の産業を取り巻く環境は厳しく、一次産品の価格低迷による

所得の減少をはじめ、過疎化、高齢化による担い手不足や就労意欲の減退、さらには、公共事業の減

少による建設業の衰退など、様々な課題が山積しています。 
今後も、こうした状況が継続すれば、人口減少や高齢化に一層拍車がかかり、地域活力の低下や集

落の消滅などを招き、貴重な農山村・漁村の伝統文化、芸能、さらには美しい景観までも喪失する恐

れがあります。 
こうしたことから、「中山間地域の生活を支える産業づくり」を、産業振興計画の連携テーマの一

つに掲げ、関係する部局が互いに連携を図りながら、住み慣れた地域で引き続き暮らしていけるよう、

「若者等が定住できる雇用の場づくり」と「地域住民の所得の確保・向上」を目指した取り組みを進

めていきます。 
具体的には、５つの政策の柱を据えて、中山間地域の産業づくりに取り組んでいきます。 
まず、１つ目の柱は、「中山間地域の基幹産業としての第一次産業の振興」です。 
農業分野では、生産から流通、販売までの一元的支援体制の強化や環境保全型農業の推進を図り、

競争に打ち勝つ高知ブランドの確立を図るとともに、加工、グリーンツーリズムなど６次産業化の取

り組みによる拠点ビジネスづくりを推進します。 
 林業分野では、生産性の向上と原木の増産体制づくりや担い手育成などを通じた原木生産の拡大を

はじめ、流通販売体制の確立や加工体制の強化、さらには木質バイオマスなど、成熟した森林資源を

ダイナミックに活用した所得の向上と雇用の創出を目指します。 
 水産業では、中核的漁業者や新規就業者など人材の確保、育成を進めるともに、市場統合の加速化

などによる地産地消の推進や県外消費地市場との交流等による外商を意識した取り組みを進めます。

また、滞在型・体験型観光や浜加工を推進し、漁村対策を進めます。 
 次に、２つ目の柱である「建設業等の新事業展開、新分野進出」については、新分野アドバイザー

等を通じた支援体制の充実を図るとともに、新分野進出に向けた説明会やセミナーの開催、成功事例

等の情報提供を充実させることで、建設業者の新たなビジネス展開を支援していきます。 
 ３つ目の柱である「中山間地域の生活を支えるための安定した所得の確保」に向けて、中山間地域

の住民の皆様の日々の生活が少しでも改善され、豊かさが実感できるよう、各集落や小グループが取

り組む加工品づくりなど小規模なビジネスの発掘、育成に努めます。あわせて、そうした産品を地域

の直販所や道の駅等で容易に販売できる仕組みづくりやネットワークづくりを推進し、地域で産業振

興計画に取り組む実践者を県内全域に広げていきます。 
また、こうち型集落営農による６次産業化を推進するとともに、地域の多角経営を基本とする拠点

ビジネスを引き続き支援、育成します。 
４つ目の柱である「地域特性を生かした新たなビジネスの創出」に向け、本県の森林率や日照時間

など全国トップクラスの自然資源を新エネルギーに有効活用していきます。特に、木質バイオマスに

ついては、その集荷とエネルギー利用の体制づくりを進め、本格的な利用促進を図っていきます。 
 こうした４つの政策を効果的に推進するためには、それぞれの取り組みを支える人材の確保が大変、

重要になります。 
 このため、５つ目の柱として、地域外から人材を呼び入れる移住促進の政策として、交流・観光に

来られた方々を入口に移住、定住に結びつける「こうち型二地域居住の確立」に向けた取り組みを進

めます。 
 具体的には、移住・交流コンシェルジュの充実などにより、交流・観光を糸口に高知のファンづく

りを進め、二地域居住に促進していくとともに、クラインガルテンやお試し住宅等を整備し、さらに

移住、定住へとつなげていきます。 
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戦略の柱【中山間の暮しを支える産業づくり】
取組方針

施策 総括
（・取り組み　◆総括）

課題 1 2 3 4 5

○ ○ ○

背景
第１期計画（H21～H23）の総括等

これからの対策
改革の方向

◆拠点ビジネスの整備が
一定が進んだものの、現
段階では、すべての市町
村での展開には至ってお
らず、引き続き進めていく
ことが必要である

◆多角経営を基本とする地域
拠点ビジネスの推進

◆こうち型集落営農の６次産
業化の推進

・講座セミナーの実施
・専門家、アドバイザーの
派遣
◆各種人材育成の取り
組みにより、地域を支え
る人材育成がす進みつ
つある

・各地域における支援体
制の構築（地域本部の設
置等の体制強化）
◆地域のニーズに応じた
きめ細やかな支援ができ
ようになり、地域での取り
組みの事例が増加した

◆人材育成が一定進み、
ビジネスの芽がでている
もののあるが、まだ多くの
ケースは緒についたばか
りの取り組みであり、引き
続きあと押しが必要であ
る

◆小さなビジネスの取り
組みをさらに県全域に広
げる必要がある

◆集落、小グループが取り組
むコミュニティービジネス等の
発掘、育成
　◎スキルやノウハウの習得
　　に向けた人的支援の強化
　◎商品づくりや仕組みづくり
　　を円滑に進めていくための
　　資金面での支援の充実
　
◆集落活動センター等を核と
した地域での生産、販売の仕
組みや拠点づくりと関係機関
とのネットワークの構築
　○情報提供や橋渡しによる
　　バックアップ体制の充実

◆中山間地域では、集落
単位や地域のＮＰＯ、任
意団体・グループなど、
比較的小さな事業体が主
体となって、「生きがいづ
くり」や｢元気づくり｣､ 「地
域貢献」などを目的に、
限られたエリアで事業展
開 している「小さなビジ
ネス」を事例が数多くみら
れる

１．小さなビジネスの推進

○ ○ ○ ○

・産業振興推進総合支援
事業費補助金の創設
・産業振興推進アドバイ
ザーの創設
◆各種の講座や研修会
の開催や、補助金等によ
る資金面での支援を通
じ、
組織のおける人材育成
や、様々なビジネスのノ
ウハウの蓄積、事業の拡
大などが図られた
◆地域への波及により新
たに拠点ビジネスに取り
組む市町村等も現出した

　（３年間の実績）
　地域アクションプラン

ビジ

◆本県の中山間地域で
は、全国に先行して、過
疎化、高齢化が進行して
おり、集落機能の低下
や、農地、山林の荒廃な
どの課題に直面。若年層
の地域への定着を進め
るための政策を進めるこ
とが不可欠になっている
◆雇用の受け皿となって
いた一次産業や建設業
が衰退しており、これに
変わる中山間地域での
新たな雇用の受け皿づく
りが急務となっている
◆こうしたことから、「小さ
なビジネス」などを集約し
ながら、多角的なビジネ

ビジ

２．拠点ビジネスの推進

◆少子高齢化の進行に
より、地域産業の担い
手確保が喫緊の課題

◆移住コンシェルジュを
総合窓口として、徹底し
たフォローアップを実施

◆高知県をよく知らない
人への情報発信力が弱
い
◆移住希望者の受入基
盤整備が不十分

◆移住・交流コンシェルジュの
配置
　○観光部門と連携し、地域
　　体験や交流に関する情報
　　も発信
◆受入基盤の整備促進
　○まずは二地域居住へ誘導
　　するため、クラインガルテ
　　ンなど受入基盤の整備を
　　促進

○

※これからの対策の ★は新規事業
　　　　　　　　 　　　　  ◎は拡充事業
                  　　　    ○は継続事業

３．こうち型二地域居住の推進

　による拠点ビジネス
　の支援　11箇所

スを展開する｢拠点ビジ
ネス｣といった取組を推進
していく必要がある
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【 連携テーマ 】

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
中期的な視点

（平成２７年度末）
長期的な視点
（概ね１０年先）

◆「集落活動セン
ター」等を通じて小
さなビジネスが芽
生え、成功事例が
生まれている。(集
落活動センターの
整備　４年間で３０
ケ所程度）

◆「集落活動セン
ター」等を通じて小
さなビジネスが創
出されている。（集
落活動センターの
整備　１０年間で１
３０ケ所程度）

新たな拠点ビジネス
の展開
4年間で3箇所
　H23　11箇所
        ↓
　H27　14箇所

新たな拠点ビジネス
の展開
10年間で10箇所
　H27　21箇所

◆「こうち型集落営
農組織」
　H22.3　16組織
　　　　　↓
　H26.3　32組織

◆次世代へ引き続き
魅力ある農業の実
現

第 ２ 期 計 画
Ｈ２８以降

目指すべき姿（目標値）

取り組みの育成・発掘

産業振興推進地域本部、産業振興推進部、市町村：

・連携を図りながら、取り組みを進める集落や小グループに対するきめ細やかな支援を展開

（研修会、セミナー開催、アドバイザー派遣、資金面での支援）

生産・販売拠点づくりの推進

産業振興推進地域本部、産業振興推進部、市町村：

各機関が有する情報の共有し、それぞれ地域や集落活動センターの課題に応じた支援策の検討。

（各種支援事業の実施、先進事例の紹介、関係機関への橋渡しなど）

こうち型集落営農の6次化の推進

産業振興推進地域本部、

産業振興推進部、市町村：

継続して取り組みを実施す

る

産業振興推進地域本部、

産業振興推進部、市町村：

継続して取り組みを実施す

る

多角経営を基本とする地域拠点ビジネスの推進

県：地域アクションプランに位置付け実行を支援

産業振興推進地域本部を引き続き設置し、本部会議を開催することによるプラン全体の進捗確認等を実施

プランごとに実行支援チームを設置し事業との進捗確認や支援を実施

県計画推進課：産業振興推進総合支援事業費補助金による支援

産業振興推進ふるさと雇用事業費補助金（仮称）による支援（２６年度まで）

産業振興推進アドバイザーによる支援

◆移住者数
　Ｈ２７：５０組
※高知県窓口を通し
て移住された方

◆移住者数
　年間：８０組
※高知県窓口を通し
て移住された方

※改革の方向　 １　足下を固め、活力ある県外市場に打って出る
　　　　　　　　　 　２　産業間連携の強化
　　　　　　　　　　 ３　足腰を強め、新分野へ展開
                      ４　新たな産業づくりに挑戦する
                      ５　産業人材を育てる

◆こうち型集落営農を県内全域に拡大

○市町村・農業団体等：

集落営農の取り組みを進める体制づくりと集落営農をサポート・コーディネートできる人材の育成

○地域農業推進課：

ソフト事業活用して集落営農をサポート・コーディネートできる人材を育成するための研修会の開催。

集落営農組織間のネットワークづくりと交流会の開催。

集落営農・拠点ビジネス支援事業により、ステップアップして、所得の確保できる組織（野菜の導入、農産加工・グ

リーン・ツーリズムなどの新たな取り組みを含めた経営の多角化も支援⇒こうち型集落営農へ）への支援。

○農業振興センター：

集落営農を進める話し合いの場づくりと組織化のための支援、集落営農をコーディネートできる人材育成のための研

修会や講演会の開催

◆継続して、集落営農の

育成・支援と経営を重視

した組織の育成・支援を

実施(再掲）

こうち型二地域居住の推進

産業振興推進本部、産業振興推進部、市町村：

移住交流コンシェルジュにより、移住に関する情報に加え、地域体験や交流に関する情報も発信、

観光、交流を入り口に、高知県の魅力を知ってもらい、二地域居住やその後の移住、定住へつなげる。

クラインガルテンやお試し滞在住宅など、受入基盤の整備を促進する

産業振興推進地域本部、

産業振興推進部、市町村：

継続して取り組みを実施す

る
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